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１ 趣旨 

 

 

わが国では、女性の社会進出や価値観の変化などを背景とした晩婚化や未婚率の上昇

により、出生率の低下に伴う少子化が進み、また、共働き家庭の増加、就労環境の多様

化などにより、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化しています。 

このような現状や課題に対応し、子育てをしやすい社会にしていくために、国や地域

を挙げ、子どもや子育て家庭を支援する新たな支え合いの仕組みの構築が求められ、

2012年８月に「子ども・子育て関連３法」が成立しました。その３法のうちの一つで

ある「子ども・子育て支援法」では、都道府県及び市町村に「子ども・子育て支援事業

計画」の策定を義務づけており、本市では、2015年 3月に「子どもたち一人ひとりの

個性を尊重し、可能性を育むまちづくり」を基本理念とした「四條畷市子ども・子育て

支援事業計画」を策定し、子育て支援施策の推進に取り組んできたところです。 

一方で、本市の人口は、10年間で 3%の減少が見られ、25歳から 44歳までの子育

て層においては 27.8%もの減少となっています。これは、近年の少子化による影響の

みではなく、本市の人口移動が転出超過の状態となっていることが要因であり、5年後

の 2023年にはさらに 18.7%の子育て層の人口が減少すると予測されます。 

このような状況を打破するため、2017年 4月に「四條畷市子育て支援プロジェクト

チーム」を発足し、どこよりも安心して子育てできる魅力ある環境づくりをめざし、子

育て世代が「住み続けたくなる、あるいは引っ越して来たくなる」ほどの魅力をこの四

條畷に創造することにより、現役世代人口の増加を図ることを目的に、本市独自の包括

的な子育て支援施策の構築について検討を行い、2018年 2月に「包括的な子育て支援

の構築に向けた具体的な施策の検討結果報告」として取りまとめたところです。 

このようななか、四條畷市子ども・子育て支援事業計画の中間年である 2017年度に、

これまで当該計画に基づいて取り組んできた施策と、現役世代人口の増加を図るという

趣旨から検討した施策を一体的に捉え、それを具体的に推進していくため、「四條畷市子

ども・子育て支援アクションプラン」（以下「アクションプラン」という。）として行動

計画を取りまとめるものです。 

このアクションプランに掲げた取組みの結果として、「子どもたち一人ひとりの個性を

尊重し、可能性を育むまちづくり」を実現するとともに、本市の人口減少の抑制を図り

ます。 
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２ 位置づけ 

 

 

アクションプランは、子ども・子育て支援法第 61条第１項に基づき策定した「四條

畷市子ども・子育て支援事業計画」（以下「事業計画」という。）の下位計画として位置

付け、当該事業計画に掲げた施策を具体的に推進するとともに、四條畷市子育て支援プ

ロジェクトチームが取りまとめた「包括的な子育て支援の構築に向けた具体的な施策の

検討結果報告」（以下「PT報告」という。）を反映したものとなります。 

よって、事業計画と同じように子育て支援に限らず、保健、医療、福祉、教育、労働、

住宅・都市基盤整備など、あらゆる分野を通じ、これらの施策の総合的・一体的な推進

を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６次四條畷市総合計画 

四條畷市子ども・子育て 

支援事業計画 
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畷
市
子
ど
も
基
本
条
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包括的な子育て支援の構築に向けた 

具体的な施策の検討結果報告 

四條畷市子ども・子育て支援アクションプラン 

第６次四條畷市総合計画 

における部門別計画 

具体化 反映 
趣旨を 

反映 
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市
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合
戦
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整合・連動 

子育て支援プロジェクトチーム 

による報告 
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３ 計画期間 

 

 

アクションプランの計画期間は、PT報告の目標年度である 2022年度までの 5年間

として事業を進めていくこととしますが、2019年度に策定を予定している第２期子ど

も・子育て支援事業計画に統合し、総合的に施策を推進していくこととします。 

 

 

 

【 計画期間 】 

 

2015 年度 

 

2016 年度 
 

2017 年度 
 

2018 年度 
 

2019 年度 
 

2020 年度 
 

2021 年度 
 

2022 年度 
 

2023 年度 
 

2024 年度 

          

 

 

 

 

第 2期 子ども・子育て支援事業計画 

子ども・子育て支援アクションプラン 

統合 

第 1期 子ども・子育て支援事業計画 
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子どもたち一人ひとりの個性を 

尊重し、可能性を育むまちづくり 

４ 施策の体系１ 子育て支援に対する環境づくりの理念 

   

 

アクションプランの基本理念は、上位計画である事業計画及び PT報告と同じものとし、

基本目標や施策の方向については、子ども・子育て支援においてあらゆる分野を総合的・一

体的に推進する事業計画のものを掲げて施策を展開していくこととしますが、現役世代人口

の増加を図るため、PT報告の３つの視点を優先的に意識して施策を推進していくこととしま

す。 

 

 

 

  

 

１ 

すべての

親と子の育

ちと学びを

応援する環

境の整備 

２ 

 子どもの

権利擁護の

推進  

３ 

 母と子ど

もの健康の

確保と増進 

４ 

 家庭と仕

事の両立の

支援 

 

５ 

 子どもが

安心・安全に

くらせるま

ちづくり 

【
基
本
理
念
】 

【
３
つ
の
視
点
】 

【
基
本
目
標
】 

 

子どもを育て

やすいまち 

 

親も子も 

楽しめるまち 

 

 

子どもが元気に 

暮らせるまち 
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施策の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【基本目標】 【施策の方向】 

 
 
 

１ すべての親と子

の育ちと学びを

応援する環境の

整備 

①すべての子育て家庭への支援 

②就学前保育の充実 

③情報提供と相談体制の充実 

④次代を担う親の育成 

⑤子どもの生きる力を育成する教育・保育環境の整備 

①子どもへの権利侵害対策の充実 

②障がいのある子どもに対する施策の充実 

③ひとり親家庭などの自立支援 

①健診と連携した子育て支援 

②子どもや母親の健康の確保 

 
 

２ 子どもの権利擁

護の推進  

３ 母と子どもの 

健康の確保と増進 

 
 

４ 家庭と仕事の両

立の支援 

 

５ 子どもが安心・

安全にくらせる

まちづくり 

②就業環境改善への働きかけ 

③仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

①男女共同参画への意識づくり 

①安心して外出できる環境の整備 

②子どもを犯罪などの被害から守るための活動の推進 

③すごしやすい保育・教育環境の確保 
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５ 具体的な推進方法１ 子育て支援に対する環境づくりの理念 

 

基本理念や基本目標に向けて、具体的に施策を推進していくために、各施策の方針ごとに実

施していく事業をまとめます。特に、現役世代人口の増加を図ることを目的とした PT報告中

の「子育て支援重点プロジェクト」に掲げる事業については、★印を付しており、優先的かつ

重点的に実施することとします。 

１ すべての親と子の育ちと学びを応援する環境の整備 

  

（１）すべての子育て家庭への支援 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

地域で子育てをしているすべての家庭が、安心して子どもを育てていくことができる

ように、子育て家庭への支援を行う人々や機関のネットワーク体制を活かし、多くの人

にサービスや事業を周知し、それらの利用及び参加を促進します。特に、若い世代の活

躍を支援するため、病児保育の拡充を検討します。 

また、地域で活動しているＮＰＯや団体、市民ボランティア活動等の充実に向けた支

援により、地域に根ざしたネットワークの充実を図り、子育て支援の向上に努めます。 

事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

① 地域における子育てサービスの充実 

★ 
病児・病後児保育事業 

（病児保育） 
子ども政策課 

病児保育の拡充や新規設置等の検

討を行う。 

２０２０ 

（実施） 

 
病児・病後児保育事業 

（病後児保育） 
子ども政策課 病後児保育を継続して実施する。 継続 

 

病児・病後児保育事業 

（体調不良児対応型） 
子ども政策課 

病児・病後児保育事業（体調不良児

対応型を継続して実施する。 
継続 

子育て短期支援事業 

（ショートステイ） 

子育て総合支

援センター 

４か所の施設と委託契約を締結し

ており、今後継続して実施する。 
継続 

 
子育て短期支援事業 

（トワイライト） 

子育て総合支

援センター 

１か所の施設と委託契約を締結し

ており、今後継続して実施する。 
継続 

 一時預かり事業 子ども政策課 
１０か所で実施しており、今後継続

して実施する。 
継続 

 
地域子育て支援拠点事

業（一般型） 

子ども政策課 

子育て総合支

援センター 

「つどいの広場」を継続して実施す

る。今後、事業のあり方について再

検討を行う。 

継続 

 
地域に開かれた保育所 

事業 

認定こども園 

保育所（園） 

各園で園庭開放、室内開放、季節の

行事等を実施し、通園していない子

育て家庭の親子に子育て支援を継

続して実施する。 

継続 
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事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

 子育て相談事業の充実 
子育て総合支

援センター 
育児相談事業を継続して実施する。 継続 

 
家庭児童相談機能の充

実 

子育て総合支

援センター 
引き続き相談機能の充実を図る。 継続 

 

主任児童委員、児童委員

の子育て支援機能の充

実 

子育て総合支

援センター 

福祉政策課 

主任児童委員及び児童委員の地域

での見守りなどについて関係課と

連携し、継続して充実を図る。 

継続 

 

四條畷市子ども家庭 

サポーター連絡会 

（愛称：なないろねっ

と） 

子育て総合支

援センター 
子育て講座を継続して実施する。 継続 

 

コミュニティソーシャ

ルワーカー（CSW）との

連携 

福祉政策課 
CSW と連携しながら地域での見守り

を継続して実施する。 
継続 

 預かり保育 
子ども政策課 

認定こども園 

共働き家庭においても、幼稚園教育

が受けられる体制づくりを実施す

るため、認定こども園での預かり保

育を継続して実施する。 

継続 

 子育て未就園児保育 認定こども園 

未就園児 2歳以上を対象として、保

護者の相談の場や子どもの遊びの

場の提供を継続して実施する。 

継続 

 おやこ教室 

子育て総合支

援センター 

認定こども園 

保育所 

在宅で子育てしている親子を対象

に、親子教室を継続して実施する。 
継続 

 子育て応援講演会 

子育て総合支

援センター 

福祉政策課 

子育て応援講演会を継続して実施

する。 
継続 

 
地域子育て支援拠点事

業（機能強化型） 

子育て総合支

援センター 

子育て・子育ち支援プログラムを公

立・民間認定こども園、保育所（園）

で実施しつつ、さらなるファシリテ

ータ―の養成を実施する。 

また、小学生低学年向けのプログラ

ムを引き続き実施する。 

継続 

 養育支援訪問事業 
子育て総合支

援センター 

養育者の育児負担軽減や、児童虐待

未然予防を図るため、子育て支援員

を派遣し家庭訪問等による育児相

談や支援等を継続して実施する。 

継続 

② 子育て家庭への経済的支援 

 児童手当 子ども支援課 
児童手当制度に沿って継続して実

施する。 
継続 

 子ども医療費助成制度 子ども支援課 
中学校３年生までを対象に所得制

限なしで継続して実施する。 
継続 
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（２）就学前保育の充実 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

就労形態の多様化などに伴う多種多様な保育ニーズに対し、保護者の就労形態や子ど

もの状況に応じたきめ細やかで柔軟な保育サービスのより一層の充実をめざします。 

また、保護者の就労状況に関わらず、すべての子どもに質の高い教育・保育を提供し、

保護者ニーズにも応えることができるよう、ニーズに見合った取組みを計画的に整備し、

実施していきます。 

 

 

事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

① アクションプログラム 

 
子どもの健康及び安全

の確保 

子ども政策課 

認定こども園

保育所（園） 

幼稚園 

研修等の実施により職員の資質向

上を継続して実施する。 
継続 

 
保育士・幼稚園教諭の 

資質・専門性の向上 

子ども政策課 

認定こども園

保育所（園） 

幼稚園 

乳幼児期における「学び」と「発達」

を保障するために、研修等の実施に

より職員の質の向上を継続して図

る。 

継続 

 

保育実践の改善・向上 

子ども政策課 

認定こども園

保育所（園） 

幼稚園 

2014年 3月作成の就学前教育・保育

の実践プログラム等を基に保育の

質向上を図る。 

公立民間就学前施設を対象とした

合同研修を継続して実施する。 

継続 

子育て支援プログラム

「ファンフレンズ」 

子育て総合支

援センター 

認定こども園 

保育所（園） 

ファシリテータ養成講座を引き続

き実施する。 
継続 

② 保育体制の整備 

★ 認可施設の整備 子ども政策課 

0 歳から 2 歳までの保育ニーズに対

応すべく小規模保育事業の認可等

により定員を増加。 

２０１８ 

（実施） 

★ 保育士の確保 子ども政策課 
保育士確保に向けた取組みを実施

する。 

２０２０ 

（実施） 

★ 
特色ある保育内容の充

実 
子ども政策課 

プロジェクト型保育やドキュメン

テーション記録の展開を図る。 
充実 

★ 公立保育施設等の充実 子ども政策課 

公共施設総合管理計画に基づく個

別施設計画を策定し、老朽化が著し

い施設の建替え等を行う。 

２０１８ 

（計画策定） 

 

一時預かり事業（再掲） 子ども政策課 
１０か所で実施しており、今後継続

して実施する。 
継続 

預かり保育（再掲） 
子ども政策課 

認定こども園 

共働き家庭においても、幼稚園教育

が受けられる体制づくりを実施す

るため、認定こども園での預かり保

育を継続して実施する。 

継続 
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事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

③ 保育サービスの多様化 

★ 
病児・病後児保育事業 

（病児保育）（再掲） 
子ども政策課 

病児保育の拡充や新規設置等の検

討を行う。 

２０２０ 

（実施） 

 
病児・病後児保育事業 

（病後児保育）（再掲） 
子ども政策課 病後児保育を継続して実施する。 継続 

 

病児・病後児保育事業 

（体調不良児対応型） 

（再掲） 

子ども政策課 
病児・病後児保育事業（体調不良児

対応型を継続して実施する。 
継続 

 一時預かり事業（再掲） 子ども政策課 
１０か所で実施しており、今後継続

して実施する。 
継続 

 障がい児保育 子ども政策課 

公立・民間すべての認定こども園、

保育所等において障がい児保育を

継続して実施する。 

継続 

 
延長保育 

（時間外保育） 
子ども政策課 

保護者のニーズに対応するため、延

長保育事業を継続して実施する。 
継続 

★ 
なわてふれあい教室の

待機児童の解消等 
青少年育成課 

施設整備や福祉との連携等により

待機児童解消を図る。 

２０１９ 

（実施） 

④ 保育サービスの第三者評価への取組み 

 保育施設の自己点検 
認定こども園 

保育所（園） 

認定こども園、保育所の保健的環境

や安全の確保などについて自己点

検を継続して実施する。 

継続 

 
苦情解決システムの整

備 

認定こども園 

保育所（園） 

公立・民間すべての認定こども園、

保育所（園）において実施するよう

引き続き啓発を行う。 

継続 

 第三者評価の実施 
認定こども園 

保育所（園） 

公立・民間すべての認定こども園、

保育所（園）において引き続き実施

の検討を促す。 

継続 
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（３）情報提供と相談体制の充実 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

すべての子育て家庭が、不安や負担を抱え込むことなく、ゆとりをもって子育てがで

きるように、身近なところで子育てに関する相談ができるよう、様々な場所での相談や

情報提供を行い、保護者の育児負担の軽減を図ります。 

子育て支援サービス機関相互の連携を図り、親の子育てに対する不安にタイムリーに

対応できるようにしていきます。 

 

 

 

事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

① 相談支援の充実 

★ 
子育て世代包括支援セ

ンターの設置 

保健センター 

子育て総合支

援センター 

妊娠期から子育て期にわたるまで

の総合的相談支援を実施する。 

２０２０ 

（実施） 

★ 
離婚問題専門法律相談

員の派遣 

人権・市民相

談課 

月 1 回弁護士による相談を実施す

る。 

２０１８ 

（実施） 

② 子育て・子育ち支援のネットワークづくり 

★ 
ファミリー・サポート・

センター事業の拡充 

子育て総合支

援センター 

参加しやすい援助会員養成講習会

を開催し、援助会員の増員を図る。 

２０１９ 

（実施） 

 
子育てサロン・サークル

の支援 

子育て総合支

援センター 

サークル支援連絡会やイベント実

施の支援を継続して実施する。 
継続 

 
わんぱくっこ育成推進 

会議 

子育て総合支

援センター 

田原地区の子育て支援状況の情報

共有をするため継続して実施する。 
継続 

③ つどいの場づくり 

 

つどいの広場事業 

子育て総合支

援センター 

子ども政策課 

在宅で子育てしている親子を対象

に、交流できる居場所や育児情報等

を提供する場所として、継続して実

施する。 

継続 

なわてふれあい教室 青少年育成課 7か所において継続して実施する。 継続 

地域に開かれた保育所 

事業（再掲） 

認定こども園 

保育所（園） 

各園で園庭開放、室内開放、季節の

行事等を実施し、通園していない子

育て家庭の親子に子育て支援を継

続して実施する。 

継続 
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（４）次代を担う親の育成 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

次代の親となっていく子どもたちが、優れた道徳性や生活態度を身につけ、男女が協

力して家庭を築き、子どもを生み育てることの大切さなどについての理解が深まるよう、

学習の機会を提供していきます。 

 

 

 

 

 

 

事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

① 未来の「親」の育成 

 乳幼児ふれあい体験 

子ども政策課 

認定こども園 

保育所（園） 

幼稚園 

公立・民間認定こども園、保育所、

幼稚園において中学、高校生体験学

習を継続して実施する。 

継続 

 
母子保健と連携した思

春期性教育 
保健センター 

赤ちゃん人形等の貸出しを継続し

て実施する。 
継続 

 
薬物乱用や非行防止に

対する学習機会の充実 

学校教育課 

保健センター 

小中学校 

全小・中学校において薬物乱用防止

教室を継続して実施する。 

妊娠届提出時に禁煙啓発パンフレ

ットを継続して配布する。 

継続 

② 人権意識の醸成 

 男女平等教育 
学校教育課 

小中学校 

男女共同参画社会実現に向けた人

権教育を推進する。 
継続 

 人権教育プログラム 

学校教育課 

小中学校 

人権・市民相

談課 

教育振興ビジョンに基づく人権教

育を推進する。 
継続 

 人権意識の啓発 
人権・市民相

談課 

行政職員研修会や講演会を引き続

き開催する。 
継続 
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（５）子どもの生きる力を育成する教育・保育環境の整備 ● ● ● ● ● ● ● ● 

子どもたちが社会の変化の中で、主体的に生きていくことができるよう、学校教育等

を通じて知識・技術はもとより、学ぶ意欲、思考力、表現力、問題解決能力などまで含

めた確かな学力を身につけられるよう、地域の実態を踏まえ、創意工夫をしながら、子

ども一人ひとりに応じたきめ細かな指導ができるようにしていきます。 

また、小学校生活への円滑な接続をめざすべく共通の見通しが持てるよう認定こども

園・保育所（園）・幼稚園・小学校・中学校の連携を強化します。 

事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

① 子どもの生きる力の育成 

 
スクールカウンセラーの

活用 
学校教育課 

スクールカウンセラーを活用し、生

徒の心のケアや保護者の悩み・相談

等に引き続き対応する。 

継続 

 
不登校児童・生徒への支

援事業の実施 
教育センター 

学生ボランティアを活用し、不登校

児童・生徒への支援事業を引き続き

実施する。 

継続 

 
不登校児童に対する 

ネットワークの構築 
教育センター 

学校支援チームを設置し、不登校児

童に対するネットワークを引き続

き構築する。 

継続 

 

帰国・渡日児童生徒の自

立 

支援 

学校教育課 
自立支援通訳者を活用し、渡日児童

生徒の自立支援を引き続き行う。 
継続 

 
教育相談及び適応指導

教室の実施 
教育センター 

教育相談及び適応指導教室を引き

続き実施する。 
継続 

 問題行動への対応 学校教育課 

コーディネーター育成研修を実施

し、児童生徒一人ひとりの自尊心を

養うきめ細かな対応を充実させる。 

継続 

 
課題を抱えた家庭への

総合的支援 
教育センター 

学校支援チームを中心に総合的な

支援を継続して実施する。 
継続 

 学校評議員の設置 
学校教育課 

小中学校 

学校評議員制度として、適宜会議を

開催する。 
継続 

★ 
特色ある保育内容の充

実（再掲） 
子ども政策課 

プロジェクト型保育やドキュメン

テーション記録の展開を図る。 
充実 

 
幼児教育の自己点検・自

己評価 

認定こども園 

保育所（園） 

幼稚園 

公立・民間就学前施設において継続

して実施する。 
継続 

 
教員資質向上プログラ

ムの実施 

認定こども園 

保育所（園） 

幼稚園 

小中学校 

教職員向け研修会や、保幼こ小中連

携に係る研修を引き続き実施する。 
継続 

 

認定こども園・保育所

（園）・幼稚園・小学校・

中学校の連携 

子ども政策課 

認定こども園 

保育所（園） 

幼稚園、 

小中学校 

公立・民間認定こども園・保育所・

幼稚園・小中学校の連絡会議や、保

幼こ小中連携を推進する研修を引

き続き実施する。 

継続 

 認定こども園の整備 子ども政策課 
引き続き認定こども園への移行を

支援する。 
継続 
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事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

② 子どもの多様な体験の充実 

★ 
子どもと市内事業者と

の連携事業の実施 

学校教育課 

産業振興課 

公民連携による職業体験等を実施

する。 

２０１８ 

（実施） 

★ 自然体験等の充実 
生涯学習推進

課 

野外活動センター等で自然体験等

ができる機会を創出する。 

２０１８ 

（実施） 

③ 子どもの学力向上 

★ 
公民連携による学力向

上支援 
学校教育課 

大学や民間との連携による英語及

びプログラミング授業を実施する。 

２０１８ 

（実施） 

★ 
子どもの自習学習サポ

ート 
学校教育課 自習室の拡充や整備を実施する。 

２０１８ 

（実施） 

★ 教員の働き方改革 
学校教育課 

教育総務課 

教職員の働き方の現状把握と多忙

化解消に向けた対策を検討する。 

２０１８ 

（検討） 

★ 学校施設の再編 
施設再編室 

教育総務課 

教育環境整備計画に基づく施設再

編を実施する。 

所管課の

計画に基

づき実施 
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２ 子どもの権利擁護の推進 

 
 
 

（１）子どもへの権利侵害対策の充実 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

「四條畷市子ども基本条例」の理念や考えを踏まえ、子どもの権利を守る取組みを総

合的に進めていきます。 

育児不安や児童虐待の早期発見に努め、訪問等による援助・育児指導や相談体制の充

実を図るとともに、適切な対応ができるよう関係機関と連携し、子どもの権利擁護、虐

待をしてしまった保護者への対応、家族関係修復支援など、効果的・効率的に実施でき

るネットワーク体制の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

① 虐待予防から予後の家庭支援まで 

 虐待相談 
子育て総合支

援センター 

市民や関係機関からの対応や通告、

相談を引き続き実施する。 
継続 

 虐待予防啓発 
子育て総合支

援センター 

関係機関や市民団体等と児童虐待

防止街頭キャンペーンを引き続き

実施する。 

継続 

 
こんにちは赤ちゃん事

業 
保健センター 

民生委員・児童委員の協力のもと、

生後4か月までの乳児のいる家庭に

全戸訪問を引き続き実施する。 

継続 

 養育支援訪問事業 
子育て総合支

援センター 

子育ての支援等が必要な家庭に、子

育て支援員が訪問し、子育てに関す

る相談や沐浴やおむつ交換、遊び方

など具体的な支援を実施する。 

継続 

 世代間交流事業の拡充 青少年育成課 
放課後の時間帯を活用して放課後

子ども教室を継続して実施する。 
継続 

 
要保護児童対策ネット 

ワーク会議 

子育て総合支

援センター 

要保護児童対策ネットワーク会議

での研修を継続して実施する。 
継続 

 
つどいの広場事業（再

掲） 

子育て総合支

援センター 

子ども政策課 

在宅で子育てしている親子を対象

に、交流できる居場所や育児情報等

を提供する場所として、継続して実

施する。 

継続 
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事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

② 虐待防止ネットワーク活動の充実 

 

虐待防止ネットワーク

への主任児童委員の参

画 

子育て総合支

援センター 

引き続き主任児童委員と連携し虐

待防止に取り組んでいく。 
継続 

 

四條畷市子ども家庭 

サポーター連絡会 

（愛称：なないろねっ

と）（再掲） 

子育て総合支

援センター 
子育て講座を継続して実施する。 継続 

③ いじめ、体罰等への対応 

 
（いじめ、体罰などへの

対応）教職員の研修 

学校教育課 

小中学校 

いじめについて、引き続き毎学期に

調査を実施する。 

体罰については、職員会議などで注

意喚起を行う。 

継続して教職員研修を実施する。 

継続 

 

（いじめ、体罰などへの

対応）児童・生徒への相

談窓口の周知 

学校教育課 

いじめ、体罰などに対する電話相談

や相談窓口を引き続き児童生徒に

周知する。 

継続 

 

不登校児童に対する 

ネットワークの構築（再

掲） 

教育センター 

学校支援チームを設置し、不登校児

童に対するネットワークを引き続

き構築する。 

継続 
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（２）障がいのある子どもに対する施策の充実 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

障がいのある子どもやその保護者からは、福祉・教育分野などの行政というそれぞれ

の立場からの支援ではなく、その子の一生を見据え、その子を中心に据えた一貫した支

援が出来るようなシステムづくりが求められています。 

障がいのある子どもとその家庭に対して、一人ひとりの障がいの状況に応じた、きめ

細かな支援を行えるよう、保健、医療、福祉、教育等の各種施策の円滑な連携により、

総合的な取組みを推進します。 

また、発達障がいを早期に発見するとともに、障がいのある子どもに関する情報の集

約を図り、利用者のニーズに合った支援が行えるフォロー体制の強化を図ります。 

 

 

事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

① 地域で共に育つ環境整備 

 障がい児保育（再掲） 子ども政策課 

公立・民間すべての認定こども園、

保育所等において障がい児保育を

継続して実施する。 

継続 

 人権意識の啓発（再掲） 
人権・市民相

談課 

行政職員研修会や講演会を引き続

き開催する。 
継続 

 
地域で支えあう関係 

づくり 

子育て総合支

援センター 

福祉政策課 

小地域ネットワーク活動として社

会福祉協議会を母体に援助活動を

引き続き実施する。 

継続 

② 子育て支援の総合的な対応力の強化 

 
子育て関係機関連絡会

の開催等 

子育て総合支

援センター 

障がい福祉課 

子育て関係機関連絡会の開催及び

研修会の実施を継続して実施する。 
継続 

 
要経過観察児に対する 

対応力の強化 

子育て総合支

援センター 

保健センター 

児童発達支援

センター 

１歳半健診や３歳半健診後のフォ

ローを継続して実施する。 
継続 

 
家庭児童相談機能の充

実 

子育て総合支

援センター 
引き続き相談機能の充実を図る。 継続 

 
障がい児ケアシステム

の整備 

子育て総合支

援センター 

保健センター 

障がい福祉課 

児童発達支援

センター 

障がい者自立支援協議会や子育て

関係機関連絡会にて、課題の抽出と

解決への検討を引き続き実施する

とともに、ネットワークの構築を行

う。庁内の障がい児施策検討委員会

で障がい児支援についての課題を

整理し中長期的な取組みを検討す

る。 

継続 
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事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

③ 地域のリハビリテーション体制の充実 

 
地域リハビリテーショ

ン体制の充実 

児童発達支援

センター 

2016 年度から児童発達支援センタ

ーに移行し、障がい児への体制強化

を行った。 

障がい児一人ひとりが年齢、成長・

発達に応じて、自らの能力を最大限

に生かしながら生活できるように、

日常生活・社会生活を視野に入れた

リハビリテーションを推進する。 

現在の、理学療法士、作業療法士に

加え、言語聴覚士の確保に努める。 

継続 

④ 障がい児施策の充実 

 
情報提供・啓発の 

強化 
障がい福祉課 

必要なサービスが受けられるよう、

また、相談場所がわかるように、ホ

ームペ―ジ等で情報提供を行うと

ともに、障がい児の理解を深めるた

めの研修・啓発を実施。 

継続 

 相談支援の充実 
児童発達支援

センター 

心身の発達において配慮が必要と

思われる 18 歳未満の児童および保

護者を対象に、児童の成長に関する

相談を通じ、適切な対応や必要な支

援につなげることで、不安の解消を

図り、児童と家族等の良好な関係性

や子育てへの自信等を促す。 

継続 

 
障がい児支援計画の作

成 

障がい福祉課 

児童発達支援

センター 

障がい児の心身又は家族の状況に

応じて、継続的かつ計画的な支援を

行うため、アセスメントを実施し、

総合的な障がい児支援利用計画等

の作成、サービス担当者会議の開

催、計画の実施状況や障がい児の解

決すべき課題の把握を行い、必要に

応じて計画の変更、事業者との調

整、モニタリングを行う。 

継続 

 
児童発達支援センター

の機能の強化 

児童発達支援

センター 

地域の障がい児やその家族への相

談や関係機関の連携など障がい児

支援の中核的な機能を担う児童発

達支援センターの機能の強化を図

る。 

具体的には、重症心身障がい児等に

も対応する児童発達支援の実施、保

育所等訪問支援の充実、言語聴覚士

等の配置によるリハビリテーショ

ンの実施等に努める。 

継続 

 児童発達支援事業 

障がい福祉課

児童発達支援

センター 

心身の発達において特別な配慮が

必要と思われる就学前児童に対し

て、個別または集団による療育・訓

練を行うことで社会への適応を促

します。また、居宅訪問型児童発達

支援が提供できるよう努める。 

継続 
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事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

 
放課後等 

デイサービス 
障がい福祉課 

小学生以上 18 歳未満の通学中の障

がい児に対して、放課後や長期休暇

中等において、必要な支援を行うこ

とで、本人の生活能力の向上や社会

との交流、自立を促す。 

重症心身障がい児にも対応する放

課後等デイサービスの確保に努め

る。 

継続 

 
保育所等訪問支援 

事業 

障がい福祉課

児童発達支援

センター 

障がい児が集団生活に適応するこ

とが出来るよう、障がい児の身体及

び精神の状況並びにその置かれて

いる環境に応じて適切かつ効果的

な支援を行なう。 

必要な障がい児が支援を受けるこ

とができるよう、実施事業所の確保

に努める。 

継続 

 保護者支援の充実 
児童発達支援

センター 

保護者支援のための研修を開催す

る。 

ペアレントトレーニングを実施す

るとともにペアレントメンター養

成事業等の開催について検討する。 

継続 

 日中一時支援事業 障がい福祉課 

日中に見守り等の支援が必要な障

がい児に対して日中活動の場を確

保・提供することで、障がいのある

子どもの家族等の就労支援および

介護者に対する一時的な休息を提

供する 

継続 

 移動支援事業 障がい福祉課 

屋外での移動が困難な障がいのあ

る子どもの外出の支援を行うこと

により、自立生活・社会参加を促進

する。 

継続 

 
障がい児通学支援 

事業 
障がい福祉課 

一人での通学が困難な障がい児の

通学時の安全、就学の確保を図ると

ともに、保護者の負担を軽減するこ

とを趣旨に、保護者がやむをえない

理由などにより学校への送迎がで

きない場合、通学支援ヘルパーを派

遣して通学のための支援を行う。 

また、ニーズに合った事業が実施で

きるよう、定期的な検討や見直しを

行う。 

継続 

 
障がい児支援事業所 

連絡会等との連携 
障がい福祉課 

事業所の連携を強化し、障がい児支

援の質を担保するため、障がい児支

援事業所連絡会と連携する。 

継続 

 

医療的ケア児支援のた

めの関係機関の協議の

場の設置 

障がい福祉課 

医療的ケアが必要な児童の支援等

について、保健、医療、保育、教育、

福祉等の関係機関が連携を図るた

めの協議の場を設置する。また、医

療的ケア児に対する関連分野の支

援を調整するコーディネーターの

配置に努める。 

２０１８ 

（実施） 
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⑤ 保幼こ小中の連携 

 就学相談 学校教育課 
相談窓口を設置し、随時受付し、個

に応じた相談に対応している。 
継続 

 巡回相談 学校教育課 

リーディングスタッフを中心にし

て就学前施設を訪れ、早期に支援が

開始できるよう情報を共有する。 

継続 

 

個別の教育支援計画 

（つながりシート、さぽ

ーとシート） 

学校教育課 

スムーズな引継ぎを行うため、つな

がりシート、さぽーとシートの活用

を促していく。 

継続 



 

 

20 

 

（３）ひとり親家庭などの自立支援 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

ひとり親家庭等が社会を構成するひとつの家族形態であるという考え方を基本に、ひ

とり親家庭の親が安心して子育てをしながら、自らの力を発揮し、安定した生活を営む

ことができるとともに、子どもたちが健やかに育つことができるよう支援します。 

 

 

 

    

事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

① ひとり親家庭に対する相談体制の充実 

 相談体制の充実 子ども支援課 

母子父子自立支援員を配置し、ひと

り親相談体制を確立。 

相談体制や情報提供体制を引き続

き充実させる。 

継続 

 養育費の確保策の強化 子ども支援課 

養育費の取得促進に関する啓発や

相談などの支援を行うための母子

父子自立支援員を対象にした研修

を引き続き推進する。 

関係機関との連携を図る。 

継続 

★ 
離婚問題専門法律相談

員の派遣 

人権・市民相

談課 

月 1 回弁護士による相談を実施す

る。 

２０１８ 

（実施） 

② ひとり親家庭に対する生活支援 

 

就業支援の推進 

（母子家庭自立支援給

付金事業） 

安定した就業に向けた

能力の開発 

子ども支援課 

高等職業訓練促進、自立支援教育訓

練給付を引き続き実施する。 

生活基盤の確立に向けた情報提供

を引き続き実施する。 

継続 

 
生活支援策の推進 

子育て支援策の推進 

子ども支援課 

子育て総合支

援センター 

大阪府のひとり親家庭等日常生活

支援事業と連携を行い支援策を継

続して実施する。 

継続 

③ ひとり親家庭に対する経済的支援 

 
経済的負担の軽減 

（児童扶養手当） 
子ども支援課 

国の制度に沿って母子家庭、父子家

庭を対象に実施する。 

相談体制や情報提供を引き続き充実

させる。 

継続 

 
ひとり親家庭医療助成制

度 
子ども支援課 

大阪府の制度に沿った医療費助成

を引き続き実施する。 
継続 

④ 人権尊重の社会づくり 

 人権意識の啓発（再掲） 
人権・市民相

談課 

行政職員研修会や講演会を引き続

き開催する。 
継続 

 
地域で支えあう関係 

づくり（再掲） 

子育て総合支

援センター 

福祉政策課 

小地域ネットワーク活動として社

会福祉協議会を母体に援助活動を

引き続き実施する。 

継続 
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３ 母と子どもの健康の確保と増進 

 

（１）健診等と連携した子育て支援 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

妊婦健康診査・乳幼児健診等の母子保健における健康診査、新生児訪問・乳児家庭全

戸訪問事業等の訪問等の充実を図りながら、相談・健康教育等につなげ母子保健事業の

一連の流れの中で子育て支援の充実を図っていきます。 

乳幼児期からの食生活は生涯を通じての健康づくりの基礎となるため、健康的で主体的

な食習慣が形成できるよう健康相談・健康教育等様々な機会を通じて食育を推進します。 

 

 

事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

① 健診等の推進 

★ 
5 歳児の就学前健診の実

施 

保健センター 

子育て総合支

援センター 

5歳児の就学前健診を実施する。 
２０２１ 

（実施） 

 乳幼児健診の充実 保健センター 

4か月児健診、1歳 6か月児健診、3

歳6か月児健診など継続して実施す

る。 

継続 

 
こんにちは赤ちゃん事

業（再掲） 
保健センター 

民生委員・児童委員の協力のもと、

生後4か月までの乳児のいる家庭に

全戸訪問を引き続き実施する。 

継続 

② 「食育」の推進 

★ 乳児からの食育推進 
保健センター 

産業振興課 

安心な離乳食の提供を農家や企業

等との連携で取り組む。 

２０１９ 

（実施） 

★ 
食育推進事業者への支

援 

保健センター 

産業振興課 

食育推進につながる事業者への支

援を実施する。 

２０１９ 

（実施） 

★ 地場産野菜の活用促進 
保健センター 

産業振興課 

食育事業者と連携し、安心な地場産

食材の提供を促進する。 

２０１９ 

（実施） 

 
食に関するネットワー

クを活かした事業 
保健センター 

市民のつどいへの参加、食育媒体な

わてレンジャ－着ぐるみの貸し出

しや、ぱくぱく通信の発刊を継続し

て実施する 

継続 

 
「楽しく食べる」食生活

の実践 
保健センター 

だしのとり方、伝統食等の食育クッ

キング講座を引き続き実施する。 
継続 

 育児・栄養相談 保健センター 
栄養相談及び育児相談を継続して

実施する。 
継続 

 親子クッキング講座 保健センター 
親子クッキング講座を継続して実

施する。 
継続 

 キッズ講座 保健センター キッズ講座を継続して実施する。 継続 
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（２）子どもや母親の健康の確保 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

妊娠期、出産時、新生児期および乳幼児期を通じて、子どもや母親、保護者の健康が

確保されるよう、妊婦健康診査、乳幼児健診等の母子保健における健康診査、相談、訪

問指導および事後フォローの充実を図り、疾病や障がいの早期発見に努めます。 

 

 

 

事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

① 子どもや母親の健康の確保 

★ 
子育て世代包括支援セ

ンターの設置 

保健センター 

子育て総合支

援センター 

妊娠期から子育て期にわたるまで

の総合的相談支援を実施する。 

２０２０ 

（実施） 

★ 
妊婦健康診査補助金の

増額 
保健センター 

妊婦健診に対する補助金の増額を

行う。 

２０１９ 

（実施） 

★ 
妊産婦に対する歯科健

康診査の実施 
保健センター 

妊産婦に対する歯科健康診査を実

施する。 

２０１８ 

（実施） 

★ 

産後 2週間・生後 2週間

ヘルスサポート事業の

実施 

保健センター 

退院後約 1週間頃の産婦に対し、専

門家による相談、乳児の体重などの

発育状況の確認、育児相談を実施す

る。 

２０２０ 

（実施） 

★ 
産後ケア事業実施に向

けた検討 

保健センター 

子育て総合支

援センター 

産婦人科と連携し、宿泊型、日帰り

型の検討を行う。 

２０２０ 

（検討） 

★ 
産前産後支援ヘルパー

の派遣 

保健センター 

子育て総合支

援センター 

産前産後支援ヘルパーの派遣に係

る利用料補助制度を創設する。 

２０２０ 

（実施） 

★ 
健康データの管理アプ

リの導入 

保健センター 

魅力創造室 

健康データを把握し自己管理でき

るような健康データ管理アプリを

導入する。 

２０１８ 

（実施） 

★ 
子ども向け自転車スク

ールの実施 

生涯学習推進

課 

建設課 

マナー啓発や体力づくりの観点か

ら警察や民間と連携し子ども向け

自転車スクールを実施する。 

２０１９ 

（実施） 

★ 
ウォーキングマイル制

度の創設 

保健センター 

保険年金課 

健康データ管理アプリと連動し、歩

いた距離により得点が得られる制

度を創設する。 

２０１９ 

（実施） 

 にっこにこ教室 保健センター 育児教室事業を継続して実施する。 継続 

 タッチケア教室 保健センター 

赤ちゃんの発達の促進と情緒を安

定させるため、親子のきずなを深め

交流することを主旨に引き続きタ

ッチケア教室を実施する。 

継続 

 
乳幼児健診の充実（再

掲） 
保健センター 

4か月健診、1歳半健診、3歳半健診

など継続して実施する。 
継続 

 
家庭での事故防止の普

及啓発 
保健センター 

家庭での事故防止について継続し

て普及啓発を実施する。 
継続 
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事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

② 小児医療の充実 

 予防的取組みの充実 保健センター 
予防のための知識について普及啓

発を引き続き実施する。 
継続 

 
小児医療に対する情報 

提供の充実 
保健センター 

新生児訪問、まめぴよ教室、4 か月

健診などで周知・啓発を継続して実

施する。 

継続 

 
こんにちは赤ちゃん事

業（再掲） 
保健センター 

民生委員・児童委員の協力のもと、

生後4か月までの乳児のいる家庭に

全戸訪問を引き続き実施する。 

継続 
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４ 家庭と仕事の両立の支援 

 

 

（１）男女共同参画への意識づくり ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

少子高齢化の進行や共働き家庭の増加による多様な子育てニーズ・要望への対応、仕

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進強化、複合的な困難を抱える男女

への支援など、新たな課題に対応しながら、男女共同参画社会の実現に向けた諸事業の

実施と、様々な啓発活動を通して、男女共同参画社会の実現をめざしていきます。 

 

 

 

 

事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

① 男女共同参画への意識づくり 

 
男女共同参画社会の実

現に向けた意識啓発 

人権・市民相

談課 

男女共同参画週間にセミナーや DⅤ

ネットワーク会議を開催する。 

講演会や研修会を継続して実施す

る。 

継続 

 
男女共同参画推進計画

の進捗管理 

人権・市民相

談課 

男女共同参画推進計画について、男

女共同参画審議会で進捗管理を引

き続き実施する。 

継続 

 男女平等に係る啓発 
人権・市民相

談課 

男女川柳の募集や男女共同参画講

座を通した啓発を引き続き実施す

る。 

継続 

 
人権教育プログラム（再

掲） 

学校教育課 

小中学校 

人権・市民相

談課 

教育振興ビジョンに基づく人権教

育を推進する。 
継続 
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（２）就業環境改善への働きかけ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

保護者が、産休・育休明けの希望する時期に、円滑に教育・保育施設、地域型保育事

業を利用できるよう、休業中の保護者に対して情報提供を行うとともに、計画的に教育・

保育施設、地域型保育事業を整備します。 

また、特定事業主行動計画の推進など、事業者に対して働きかけを進めていくととも

に、子育て中の親に対する再就職支援を行います。 

 

 

 

 

事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

① 就業環境改善への働きかけ 

 

事業主への啓発活動 

産業振興課 

商工会等の関係団体協力のもと、事

業主に対し、チラシ等での周知を引

き続き実施する。 

継続 

 
人権・市民相

談課 

男女共同参画事業について事業所

人権連絡会に後援協力を要請する

とともに、各事業所、職員に引き続

き周知を実施する。 

継続 

 
四條畷市特定事業主行

動計画の周知 
人事課 

妊娠や出産をした職員等に対し、特

別休暇等の取得促進を図るため、制

度や取得方法の周知を継続して行

う。 

継続 

② 子育て中の親に対する再就職支援 

★ 就労スキルアップ支援 

人権・市民相

談課 

産業振興課 

出産後の母親の就労支援や資格取

得への支援等を実施する。 

２０１９ 

（実施） 

★ 子育てママ就労支援 

人権・市民相

談課 

産業振興課 

託児所付きの就労事業所の誘致を

行う。 

２０１９ 

（実施） 

★ 
まちづくりエリア計画

の策定 

魅力創造室 

産業振興課 

市内空き店舗等の状況把握のもと、

リノベーションエリアを設定し新

規創業者とのマッチングを行う。 

２０１８ 

（実施） 

 
保育付き再就職支援講

座の開催 
産業振興課 

就労支援セミナーを開催し、就職支

援を実施する。 
継続 

 
商工会ホームページへ

の求人情報の掲載 
産業振興課 

求人情報等の情報提供を引き続き

実施する。 
継続 
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（３）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 ● ● ● ● ● ●  

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の意義および重要性ならびに市民、

事業者、行政が一体となって取り組む必要性について啓発を推進し、その定着を図りま

す。 

 

 

 

 

事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

① ワーク・ライフ・バランスの啓発 

 

男女共同参画社会の実

現に向けた意識啓発（再

掲） 

人権・市民相

談課 

男女共同参画週間にセミナーや DⅤ

ネットワーク会議を開催する。 

講演会や研修会を継続して実施す

る。 

継続 

 
男女平等に係る啓発（再

掲） 

人権・市民相

談課 

男女川柳の募集や男女共同参画講

座を通した啓発を引き続き実施す

る。 

継続 

② 保育サービスの多様化 

★ 
病児・病後児保育事業 

（病児保育）（再掲） 
子ども政策課 

病児保育の拡充や新規設置等の検

討を行う。 

２０２０ 

（実施） 

 
病児・病後児保育事業 

（病後児保育）（再掲） 
子ども政策課 病後児保育を継続して実施する。 継続 

 

病児・病後児保育事業 

（体調不良児対応型） 

（再掲） 

子ども政策課 
病児・病後児保育事業（体調不良児

対応型を継続して実施する。 
継続 

 一時預かり事業（再掲） 子ども政策課 
１０か所で実施しており、今後継続

して実施する。 
継続 

 
延長保育（時間外保育）

（再掲） 
子ども政策課 

保護者のニーズに対応するため、延

長保育事業を継続して実施する。 
継続 
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５ 子どもが安心・安全にくらせるまちづくり 

 

 

 

（１）安心して外出できる環境の整備 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

妊産婦、乳幼児連れの人などへの子育て支援だけでなく、高齢者、障がい者などを含

めたすべての人が安心して外出できる環境整備に努めます。 

また、より子育てしやすいまちをめざして、公園の整備、公共交通機関のバリアフリ

ー化などを進めていきます。 

 

 

 

事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

① 安心して外出できる環境の整備 

★ 通学路等の安全確保 

建設課 

学校教育課 

教育総務課 

道路整備や見守り等により、通学路

等の安全確保を行う。 

担当課所管

計画に基づ

き実施 

★ マナー条例の制定 生活環境課 
路上喫煙防止やマナー向上等を定

める条例を制定する。 

２０１９ 

（実施） 

★ 
地域や民間との連携に

よる公園管理 
建設課 

公民連携による公園の維持管理手

法を検討する。 

基本方針に

基づき実施 

★ 
親子で利用しやすい店

舗登録 

子ども政策課 

産業振興課 

お湯の供給等に協賛する店など、親

子で利用しやすい店舗を登録し周

知する。 

２０１８ 

（実施） 

★ 
親子で楽しめるお店紹

介等の冊子作成 
魅力創造室 

親子で楽しめる店舗等のMAPや紹介

冊子等を作成する。 

２０１８ 

（実施） 

 

道路・公園などでの点字

ブロック敷設・歩道の 

設置とフラット化 

建設課 
歩道整備を延長し、点字ブロックの

敷設を引き続き実施する。 
継続 

 
公共施設・民間施設の 

バリアフリー化の推進 
都市計画課 

公共施設等のバリアフリー化を引

き続き推進する。 
継続 

 交通安全の推進 

子ども政策課 

認定こども園 

保育所（園） 

警察による認定こども園・保育所

（園）・幼稚園等での安全教室を実

施する。 

継続 
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（２）子どもを犯罪などの被害から守るための活動の推進 ● ● ● ● ● ● ● ● 

子どもを事故から守るため、交通安全に関する教育を実践するとともに、市民の自転

車運転マナー、交通安全意識の向上を図っていきます。 

また、警察、行政、就学前施設、学校、地域等の連携や協力による子どもを犯罪等の

被害から守るための活動を推進し、危機管理を強化します。 

 

 

※ 安まちメール 

安まちメールは、ひったくりや、路上強盗、子供に対する声かけ等事案、通り魔などの「犯罪発生情報」とそれの

被害を防止するための「防犯対策情報」を、警察署からリアルタイムにお知らせする情報提供サービスです。受信時

間、知りたい情報の種別、知りたい地域を自由に設定できます。 

 

 

事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

① 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

★ 
通学路等の安全確保（再

掲） 

建設課 

学校教育課 

教育総務課 

道路整備や見守り等により、通学路

等の安全確保を行う。 

担当課所管

計画に基づ

き実施 

★ 
子ども向け自転車スク

ールの実施 

生涯学習推進

課 

建設課 

マナー啓発や体力づくりの観点か

ら警察や民間と連携し子ども向け

自転車スクールを実施する。 

２０１９ 

（実施） 

 
犯罪など情報の共有化

の推進 
学校教育課 

安まちメール※の活用や各学校にお

けるメール配信サービスの活用を

引き続き促進する。 

継続 

 
子どもを対象とした防

犯指導の実施 

学校教育課 

小中学校 

認定こども園 

保育所（園） 

幼稚園 

保・幼・こ・小・中で不審者侵入を

想定した訓練を継続して実施する。 
継続 

 
地域の自主防犯体制の

推進 
学校教育課 

地区の防犯委員等による地域見回り

および学校安全協議会による学校受

付業務など、防犯活動を引き続き実施

する。 

継続 

 
「こども 110番の家」の

設置促進 
学校教育課 

「子ども 110番」運動を引き続き推

進する。 
継続 
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（３）すごしやすい保育・教育環境の確保 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

子ども・子ども連れの親（保護者）などが、安全・安心に通行でき、すべての人が安

心して公園等を利用できるよう都市環境を整備します。特に、若い世代が住みやすい環

境整備を行うとともに、親も子も楽しめるような、まちがにぎわう仕掛けづくりを行い

ます。 

相談体制については、親の育児に対する様々な悩みや不安を取り除き、安心して子育

てができるよう、相談の場づくりに取り組みます。 

 

 

 

事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

① すごしやすい保育・教育環境の確保 

★ 
通学路等の安全確保（再

掲） 

建設課 

学校教育課 

教育総務課 

道路整備や見守り等により、通学路

等の安全確保を行う。 

担当課所管

計画に基づ

き実施 

★ 
マナー条例の制定（再

掲） 
生活環境課 

路上喫煙防止やマナー向上等を定

める条例を制定する。 

２０１９ 

（実施） 

★ 
地域や民間との連携に

よる公園管理（再掲） 
建設課 

公民連携による公園の維持管理手

法を検討する。 

基本方針に

基づき実施 

★ 
親子で利用しやすい店

舗登録（再掲） 

子ども政策課 

産業振興課 

お湯の供給等に協賛する店など、親

子で利用しやすい店舗を登録し周

知する。 

２０１８ 

（実施） 

★ 
親子で楽しめるお店紹

介等の冊子作成（再掲） 
魅力創造室 

親子で楽しめる店舗等のMAPや紹介

冊子等を作成する。 

２０１８ 

（実施） 

 

公共施設・民間施設の 

バリアフリー化の推進

（再掲） 

都市計画課 
公共施設等のバリアフリー化を引

き続き推進する。 
継続 

 交通安全の推進（再掲） 

子ども政策課 

認定こども園 

保育所（園） 

警察による認定こども園・保育所

（園）・幼稚園等での安全教室を実

施する。 

継続 

② 若い世代の住宅確保にかかる支援 

★ 不動産業者との連携 魅力創造室 
不動産業者に市の魅力 PR チラシを

配布してもらうなど、連携を行う。 

２０１９ 

（実施） 

★ 金融機関との連携 魅力創造室 
住宅ローン借入れ金利の優遇など、

連携を行う。 

２０１９ 

（実施） 

③ まちがにぎわう仕掛けづくり 

★ 
協働イベントの仕組み

づくり 
魅力創造室 公民連携指針の策定を行う。 

２０１８ 

（実施） 

★ 協働イベントの実施 

魅力創造室 

イベント主催

主担課 

公民連携による協働イベントを実

施する。 

２０１８ 

（実施） 
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事業名 担当課 事業内容 
事業開始 

予定年度 

④ 相談の場づくり 

 
子育てサロン・サークル

の支援（再掲） 

子育て総合支

援センター 

サークル支援連絡会やイベント実

施の支援を継続して実施する。 
継続 

 
つどいの広場事業（再

掲） 

子育て総合支

援センター 

子ども政策課 

在宅で子育てしている親子を対象

に、交流できる居場所や育児情報等

を提供する場所として、継続して実

施する。 

継続 

★ 

なわてふれあい教室の

待機児童の解消等（再

掲） 

青少年育成課 
施設整備や福祉との連携等により

待機児童解消を図る。 

２０１９ 

（実施） 

 
地域に開かれた保育所 

事業（再掲） 

認定こども園 

保育所（園） 

各園で園庭開放、室内開放、季節の

行事等を実施し、通園していない子

育て家庭の親子に子育て支援を継

続して実施する。 

継続 
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６ 進行管理 

このアクションプランの進行管理は、「ＰＤＣＡサイクル」による「継続的改善」の考

え方に沿って行います。 

 

 

Ｐ＝ＰＬＡＮ（プラン） 

（具体的な施策など） 

Ｄ＝ＤＯ（ドゥ）（実行） 

Ｃ＝ＣＨＥＣＫ（チェック） 

（点検・評価） 

Ａ＝ＡＣＴＩＯＮ（アクション） 

（見直し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクションプランの 

策定・改訂 

ＰＬＡＮ 

 

各事業の実施 

 

 

四條畷市子ども・子育て会議

における毎年の点検・評価 

 

取組みの見直し、改善 
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